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丹
後
国
田
辺
藩
の
「
敲
」
に
つ
い
て

高

塩

博

は
じ
め
に

一

敲
」
の
初
見

二

京
都
町
奉
行
所
へ
の
照
会

三

敲
」
の
執
行
方
法

四

御
仕
置
仕
形
之
事
」
の
制
定

五

再
び
京
都
町
奉
行
所
へ
の
照
会

六

執
行
方
法
の
変
更

む

す

びは

じ

め

に

幕
府
が
「
敲
」
と
い
う
刑
罰
を
初
め
て
執
行
し
た
の
は
、
享
保
五
年
（
一
七
二
〇
）
の
こ
と
で
あ
る
。
同
年
四
月
十
二
日
、
数
寄
屋
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橋
平
兵
衛
店
の
勘
右
衛
門
と
い
う
者
が
「
三
笠
附
乍
致
、
其
場
所
え
罷
越
、
色
々
之
儀
申
依
科
」
っ
て
、「
五
十
敲
追
放
」
と
な
っ
た

の
が
そ
れ
で

１
）

あ
る
。
こ
の
時
、「
敲
」
の
執
行
手
続
き
に
つ
き
、
南
北
町
奉
行
は
連
名
で
次
の
よ
う
な
通
達
を
出
し
た
。

享
保
五
子
年

敲
御
仕
置
仕
形
之
伺
書
被
仰
渡
候
書
付

科
人
を
敲
候
儀
、
肩
尻
え
懸
ケ
、
背
骨
を
除
き
、
絶
入
不
仕
様
五
十
程
敲
可
申
候
、
但
、
足
腰
な
と
痛
候
て
、
漸
々
宿
え
帰
候
程

ニ
可
仕
候
、
右
御
仕
置
之
場
所
ハ
、
牢
屋
門
前
ニ
て
牢
屋
同
心
ニ
た
ゝ
か
せ
可
申
候
、
其
節
ハ
為
検
使
与
力
同
心
差
出
可
申
候
、

以
上

子
四
月

中
山
出
雲
守

大
岡
越
前
守

右
の
書
付
の
指
示
は
次
の
六
項
目
に
わ
た
る
。
⑴
殴
打
の
部
位
は
肩
か
ら
尻
に
か
け
て
で
あ
り
、
背
骨
を
打
た
な
い
こ
と
、
⑵
打
数

は
五
十
で
あ
る
こ
と
、
⑶
殴
打
の
強
さ
は
、
気
絶
し
な
い
よ
う
に
か
つ
足
腰
が
痛
ん
で
も
自
力
で
な
ん
と
か
自
宅
に
戻
れ
る
程
度
で
あ

る
こ
と
、
⑷
執
行
場
所
は
牢
屋
門
前
で
あ
る
こ
と
（
公
開
処
刑
を
意
味
す
る
）、
⑸
打
役
は
牢
屋
同
心
が
担
当
す
る
こ
と
、
⑹
こ
れ
ら
の

執
行
手
続
き
に
遺
漏
な
き
を
確
認
す
る
た
め
に
検
使
の
与
力
同
心
を
派
遣
す
る
こ
と
で
あ
る
。
四
月
十
二
日
の
「
敲
」
刑
は
こ
の
通
り

に
執
行
さ
れ
、「
此
書
付
之
趣
向
後
可
相
用
事
」
と
い
う
指
令
が
な
さ

２
）

れ
た
。

そ
れ
か
ら
程
な
く
の
同
月
二
十
一
日
、
徳
川
吉
宗
は
御
側
御
用
取
次
の
有
馬
兵
庫
頭
（
氏
倫
）
を
介
し
て
、
執
行
手
続
き
に
つ
き
、

敲
御
仕
置
之
節
ハ
、
其
も
の
之
家
主

名
主
呼
出
、
敲
候
を
見
せ
可
申
候
、
宿
え
相
返
候
節
ハ
、
右
之
も
の
共
え
可
渡
遣
候
、
此

御
仕
置
ニ
付
て
ハ
、
永
々
右
之
通
可
相
心
得
、

と
の
指
示
を
出

３
）

し
た
。
こ
の
指
示
は
身
元
引
受
人
の
出
頭
を
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
受
刑
者
の
家
主
あ
る
い
は
名
主
を
呼
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び
出
し
て
執
行
の
様
子
を
見
学
さ
せ
る
と
と
も
に
、
釈
放
に
際
し
て
は
こ
れ
ら
の
者
に
身
柄
を
引
き
渡
す
の
で
あ
る
。

つ
い
で
、
同
年
十
月
二
十
六
日
に
な
っ
て
吉
宗
は
、
御
側
御
用
取
次
加
納
遠
江
守
（
久
通
）
を
通
じ
、「
自
今
重
キ
ハ
百
敲
、
軽
キ

ハ
五
拾
ニ
相
極
置
可
申
」
と
い
う
指
示
を
出

４
）

し
た
。
将
軍
自
ら
が
執
行
の
具
体
的
方
法
を
指
令
し
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
か
ら
二
十
二
年
後
の
寛
保
二
年
（
一
八
四
二
）、「
公
事
方
御
定
書
」
を
制
定
す
る
に
あ
た
り
、
こ
の
事
案
と
そ
れ
に
関
わ
る
吉

宗
の
指
示
な
ど
を
成
文
化
し
て
「
敲
」
の
刑
罰
を
定
め
た
。
す
な
わ
ち
、
第
百
三
条
御
仕
置
仕
形
之
事
に
「
敲
」
の
刑
罰
と
そ
の
執
行

法
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
定
め
た
の
で

５
）

あ
る
。

享
保
五
年

一
敲

数
五
十
敲

重
キ
ハ
百
敲

牢
屋
門
前
に
て
科
人
之
肩
背
尻
を
掛
ヶ
、
背
骨
を
除
、
絶
入
不
仕
様
、
検
使
役
人
遣
、
牢
屋
同
心
ニ
為
敲
候
事
、

但
、
町
人
ニ
候
得
は
、
其
家
主
名
主
、
在
方
ハ
名
主
組
頭
呼
寄
、
敲
候
を
見
せ
候
て
引
渡
遣
、
無
宿
も
の
ハ
、
牢
屋
門
前

に
て
払
遣
、

幕
府
が
採
用
し
た
「
敲
」
と
い
う
刑
罰
は
、
そ
こ
に
左
の
よ
う
な
近
世
刑
罰
史
上
の
意
義
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

⑴

見
懲

み
ご
り
・
み
ご
ら
し
）
」
つ
ま
り
公
開
処
刑
に
よ
る
威
嚇
を
も
っ
て
犯
罪
の
一
般
予
防
を
期
待
す
る
と
と
も
に
、
殴
打
に

よ
る
肉
体
的
苦
痛
と
恥
辱
に
よ
る
精
神
的
苦
痛
と
を
味
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
受
刑
者
に
二
度
と
罪
を
犯
す
ま
い
と
い
う
悔
悟
の

念
を
お
こ
さ
せ
、
再
犯
の
防
止
を
期
待
し
た
。
そ
れ
故
、
再
犯
率
の
高
い
盗
犯
に
適
用
す
る
刑
罰
と
し
て
「
敲
」
を
採
用
し
た
の
で
あ

る
。
こ
こ
に
は
犯
罪
の
特
別
予
防
の
考
え
方
の
萌
芽
が
看
て
と
れ
る
。

⑵

受
刑
者
の
す
み
や
か
な
社
会
復
帰
を
目
指
し
た
こ
と
で
あ
る
。
判
決
の
当
日
に
刑
を
執
行
し
て
た
だ
ち
に
釈
放
し
、
生
業
へ
の
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復
帰
が
迅
速
に
で
き
る
よ
う
に
配
慮
し
て
い
る
。
自
力
で
帰
宅
で
き
る
程
度
に
手
加
減
し
て
殴
打
せ
よ
と
の
指
示
は
、
こ
の
点
を
考
慮

し
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

⑶

再
犯
の
防
止
と
い
う
消
極
的
効
果
の
み
な
ら
ず
、
受
刑
者
の
心
根
を
立
て
直
し
て
社
会
復
帰
を
果
た
さ
せ
る
と
い
う
改
善
主
義

の
意
図
が
存
し
た
（
執
行
に
非
人
を
関
与
さ
せ
な
か
っ
た
の
は
、
こ
の
点
と
関
係
す
る
）。
そ
れ
故
、
名
主
・
組
頭
と
い
っ
た
人
々
を
身
元

引
受
人
と
し
て
出
頭
さ
せ
て
、
就
業
の
世
話
と
釈
放
後
の
保
護
観
察
を
命
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

⑷

死
刑
と
追
放
刑
を
中
核
と
す
る
江
戸
時
代
の
刑
罰
は
、
犯
罪
者
と
い
う
不
都
合
な
存
在
を
共
同
体
か
ら
排
除
す
る
こ
と
を
旨
と

す
る
。
か
つ
火
罪
（
火
焙
り
の
刑
）、
磔
、
獄
門
な
ど
の
残
虐
な
死
刑
は
刑
罰
を
公
開
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
一
般
予
防
主
義
の
刑
罰
観

に
立
脚
す
る
。
一
方
、「
敲
」
と
い
う
刑
罰
に
は
、
犯
罪
者
を
共
同
体
内
部
で
処
遇
し
、
こ
れ
を
改
善
し
て
社
会
復
帰
を
目
指
す
と
い

う
考
え
方
が
含
ま
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
敲
」
と
い
う
刑
罰
の
採
用
は
、
江
戸
時
代
の
刑
罰
制
度
が
特
別
予
防
主
義
の
色
彩
を
持
ち

始
め
る
契
機
を
な
す
の
で

６
）

あ
る
。

幕
府
が
江
戸
の
小
伝
馬
町
牢
屋
敷
の
表
門
を
刑
場
と
し
て
、
公
開
で
執
行
し
始
め
る
と
、
幕
府
の
各
奉
行
所
を
は
じ
め
と
し
て
、
全

国
各
地
の
数
多
く
の
藩
が
笞
打
ち
刑
を
採
用
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
執
行
方
法
に
つ
い
て
、
明
瞭
に
知
ら
れ
て
い
る
事
例
は
ほ
と
ん
ど

な
い
。
し
た
が
っ
て
、
諸
藩
の
笞
打
ち
刑
が
ど
の
よ
う
な
意
味
内
容
を
も
つ
の
か
も
未
解
明
で
あ
る
と
言
っ
て
過
言
で
は

７
）

な
い
。

本
稿
は
、
丹
後
国
田
辺
藩
の
「
敲
」
に
つ
い
て
知
り
得
た
と
こ
ろ
を
公
表
し
て
、
大
方
の
御
批
正
を
仰
ぐ
も
の
で
あ
る
。

一

敲
」
の
初
見

田
辺
藩
は
、
譜
代
大
名
牧
野
氏
が
丹
後
国
加
佐
郡
に
三
万
五
千
石
を
領
有
し
た
小
藩
で
あ
る
。
田
辺
藩
が
幕
府
と
同
じ
「
敲
」
と
い
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う
名
の
笞
打
ち
刑
を
採
用
す
る
の
は
、
第
七
代
藩
主
牧
野
豊
前
守
以もち
成しげ
の
治
世
下
、
す
な
わ
ち
文
化
年
間
の
こ
と
で
あ
る
。
管
見
に
よ

れ
ば
、
田
辺
藩
が
「
敲
」
を
初
め
て
執
行
し
た
の
は
、
文
化
四
年
（
一
八
〇
七
）
四
月
四
日
の
こ
と
で
あ
る
。
田
辺
藩
の
刑
事
判
例
集

で
あ
る
「
刑
罪
筋
日
記
抜
書
」
盗
賊
の
第
五
十
五
「
町
方
ニ
て
衣
類
盗
取
候
在
方
之
者
」
に
、「
重
キ
敲
キ
」
を
申
し
渡
し
た
判
例
が

採
録
さ
れ
て
い
る
の
で
、
左
に
示

８
）

そ
う
。

文
化
四
丁
卯
年
四
月
四
日

上
東
村

一

入
牢

与
八

其
方
儀
、
去
ル
二
月
十
四
日
夜
、
職
人
町
治
助
後
家
勢
幾
方
ニ
お
ゐ
て
衣
類
六
品
盗
取
候
品
両
度
ニ
差
戻
候
之
旨
、
御
吟
味
之
上

及
白
状
、
不
届
至
極
ニ
付
、
急
度
厳
重
之
御
仕
置
可
被
仰
付
候
処
、
格
別
之
以
御
憐
愍
、
重
キ
敲
キ
被

仰
付
者
也
、

但
、
郡
奉
行
・
御
目
付
立
合
、
牢
屋
囲
内
ニ
お
ゐ
て
敲
之
上
、
村
役
人
え
相
渡
ス
、

こ
れ
は
、
盗
み
の
犯
罪
に
重
敲
を
適
用
し
た
事
例
で
あ
る
。
刑
場
は
「
牢
屋
囲
内
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
非
公
開
の
執
行
で
あ
ろ

う
。
検
使
と
し
て
の
立
会
は
郡
奉
行
と
目
付
が
こ
れ
を
果
た
し
、
身
元
引
受
人
と
し
て
村
役
人
を
呼
び
出
し
た
。

二

京
都
町
奉
行
所
へ
の
照
会

右
の
刑
罰
執
行
直
前
の
同
年
三
月
、
田
辺
藩
は
同
心
一
人
を
京
都
に
派
遣
し
た
。
そ
れ
は
、
牢
舎
人
の
処
遇
法
、
敲
の
執
行
法
な
ら

び
に
刑
具
の
規
格
と
入
手
方
、
手
鎖
の
執
行
法
等
、「
刑
罪
筋
品

」
を
京
都
町
奉
行
所
に
照
会
す
る
た
め
で
あ
る
。
東
町
奉
行
所
同

心
の
櫛
橋

９
）

平
蔵
が
こ
れ
に
応
対
し
た
。
そ
の
問
合
せ
と
回
答
が
「
刑
罪
筋
問
合
」
と
題
す
る
簿
冊
に
収
録
さ
れ
て
い
る
（
一
御
仕
置
筋

品

問
合

10
）

之
事
）。
そ
の
う
ち
、「
敲
」
に
関
す
る
部
分
は
左
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
二
箇
条
の
質
問
を
発
し
て
い
る
（
傍
線
は
引
用

55 丹後国田辺藩の「敲」について (高塩 博)



者
、
以
下
同
じ
）。

警
鞭
御
仕
置
御
座
候
節
之
事

一
敲
キ
五
十
敲
百
敲
ニ
て
、
科
人
之
脊
尻
を
懸
ヶ
脊
骨
を
除
、
絶
入
不
致
候
様
敲
候
事
之
由
、
及
承
居
候
得
と
も
、
或
は
罪
人
裸

身
ニ
て
如
何
居
へ
置
、
脊
筋
如
何
之
所
を
敲
候
事
哉
不
相
分
、
尤
老
人
病
人
究
竟
之
者
敲
方
、
手
之
内
敲
加
減
強
弱
等
之
次
第

御
座
候
哉
、

敲
之
儀
、
五
十
敲
百
敲
ニ
限
り
、
右
敲
方
人
足
四
人
懸
り
両
手
両
足
を
押
へ
、
右
之
外
ニ
両
人
ニ
て
尻
之
た
ぶ
ら
を
両
方

右
数
之
半
分
宛
敲
キ
申
候
、
勿
論
重
病
ニ
て
敲
か
た
き
も
の
は
、
全
快
迄
悲
田
院
年
寄
へ
預
ヶ
遣
置
、
快
気
之
上
敲
申

候
、

但
、
老
若
且
軽
キ
病
気
之
も
の
ニ
て
も
、
敲
方
強
弱
差
別
は
無
之
候
、
勿
論
数
不
同
も
無
御
座
候
、
右
敲
杖
之
儀

は
、
長
三
尺
三
寸
程
之
竹
、
細
か
ニ
割
、
丸
ミ
三
寸
位
ニ
水
縄
ニ
て
巻
申
儀
ニ
御
座
候
、

朱
書
）

「
口
伝
ニ
て

或
は
五
十
敲
之
者
ハ
、
裸
ニ
て
前
附
札
之
通
差
置
、
片
尻
か
ぶ
廿
五
ツ
ヽ
、
両
方

両
人
ニ
て
敲
候
、
刑
鞭
竹
細
か
に
割

は
な
し
節
を
取
り
、
苧
水
縄
ニ
て
本

末
迄
巻
立
候
、
巻
上
ニ
て
は
丸
ミ
三
寸
位
ニ
相
成
、
尤
末

巻
初
メ
、
本
ニ
て
巻

終
、
但
、
尻
か
ぶ
い
た
み
皮
等
む
け
、
又
は
気
付
等
用
候
事
ハ
、
京
都
ニ
て
ハ
一
向
無
御
座
候
由
、
敲
人
ハ
悲
田
院
と

小
屋
と
の
間
タ
之
者
敲
候
由
、」

一
右
警
鞭
之
儀
、
品

御
座
候
哉
、
又
ハ
太
サ
何
程
、
長
サ
何
程
と
申
儀
も
不
相
分
候
間
、
乍
御
面
倒
御
内

ニ
て
警
鞭
御
求
メ

被
下
候
様
奉
頼
候
、
尤
警
鞭
ニ
品

御
座
候
は
品

御
求
メ
被
下
度
、
且
又
科
人
を
敲
候
ニ
、
軽
重
ニ
仍
て
警
鞭
異
り
候
ハ
ヽ

委
ク
御
書
付
ニ
て
奉
頼
候
、

朱
書
）

「
聞
書

品

無
之
、
元

相
求
候
品
ニ
は
無
之
候
由
、」
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田
辺
藩
は
、
質
問
の
第
一
条
に
お
い
て
は
受
刑
者
の
据
え
方
、
殴
打
の
部
位
、
病
人
老
人
を
殴
打
す
る
と
き
の
手
加
減
に
つ
い
て
照

会
し
、
第
二
条
に
お
い
て
は
ム
チ
の
規
格
を
問
い
た
だ
し
、
入
手
方
を
依
頼
し
て
い
る
。
京
都
町
奉
行
所
の
同
心
櫛
橋
平
蔵
は
、
こ
れ

ら
の
問
合
せ
に
つ
い
て
要
領
よ
く
答
え
て
い
る
。

右
の
問
答
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
第
一
は
、
京
都
町
奉
行
所
の
執
行
す
る
「
敲
」
が
、
殴
打
方
法
と
刑
具
と
が
江
戸
に
お
け
る
の
と

大
き
く
相
違
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
殴
打
の
部
位
が
異
な
る
。
江
戸
で
は
、「
公
事
方
御
定
書
」
に
定
め
る
よ
う
に
、
受
刑
者
の
背

肩
尻
を
向
後
に
た
た
く
の
で
あ
る
。
打
役
は
一
人
で
あ
り
、
そ
れ
は
牢
屋
同
心
が
勤
め
る
。
と
こ
ろ
が
右
の
回
答
に
よ
る
と
、
京
都
町

奉
行
所
に
お
い
て
は
「
両
人
ニ
て
尻
之
た
ぶ
ら
を
両
方

右
数
之
半
分
宛
」
を
殴
打
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
口
伝
に
よ
る
回
答
に

は
、「
敲
人
ハ
悲
田
院
と
小
屋
と
の
間
タ
之
者
敲
候
由
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
江
戸
に
お
け
る
刑
具
は
「
敲
箒
」
と
称
し
、
そ
れ
は
選

り
す
ぐ
っ
た
藁
を
観
世
縒
り
で
巻
い
た
も
の
で
、
長
さ
は
一
尺
九
寸
（
約
五
七
糎
）、
太
さ
は
円
周
に
し
て
四
寸
五
分
（
約
一
三
・
五
糎
）

の
ム
チ
で
あ

11
）

っ
た
。
京
都
町
奉
行
所
の
場
合
は
、
刑
具
を
「
敲
杖
」
と
称
し
、「
長
三
尺
三
寸
程
之
竹
、
細
か
ニ
割
、
丸
ミ
三
寸
位
ニ

水
縄
ニ
て
巻
」
い
た
ム
チ
を
用
い
た
。
名
称
を
は
じ
め
と
し
て
材
質
、
寸
法
と
も
に
江
戸
と
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
打
数
の
み
は

江
戸
に
同
じ
で
あ

12
）

っ
た
。

注
目
点
の
第
二
は
、
田
辺
藩
の
問
合
せ
が
「
公
事
方
御
定
書
」
の
法
文
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
問
合
せ
冒
頭
の

「
敲
キ
五
十
敲
百
敲
ニ
て
、
科
人
之
脊
尻
を
懸
ヶ
脊
骨
を
除
、
絶
入
不
致
候
様
敲
候
事
之
由
」
は
、「
公
事
方
御
定
書
」
の
前
掲
法
文
を

引
用
し
た
も
の
で

13
）

あ
る
。
法
文
は
承
知
し
て
い
る
が
、
殴
打
の
具
体
的
方
法
と
ム
チ
の
規
格
と
を
知
り
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
注
目
点

の
第
三
は
、
田
辺
藩
が
ム
チ
を
「
警
鞭
」
と
称
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
警
鞭
」
と
い
う
呼
称
か
ら
す
る
と
、
田
辺
藩
は
「
敲
」
を

い
ま
し
め
の
刑
罰
と
捉
え
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

要
す
る
に
、
田
辺
藩
は
「
敲
」
を
採
用
す
る
に
あ
た
っ
て
、
殴
打
法
と
刑
具
に
つ
い
て
京
都
町
奉
行
所
に
照
会
し
、
そ
の
回
答
に
基
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づ
い
て
翌
月
四
月
四
日
の
「
敲
」
を
実
施
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

三

敲
」
の
執
行
方
法

田
辺
藩
は
そ
の
四
年
後
の
文
化
八
年
（
一
八
一
一
）
七
月
三
日
、
再
び
「
敲
」
を
執
行
し
た
。
こ
の
事
案
は
、
他
国
生
ま
れ
の
無
宿

政
吉
と
伝
蔵
が
諸
所
に
て
盗
み
を
働
い
た
罪
に
よ
り
、「
敲
之
上
御
領
分
追
払
」
の
判
決
を
受
け
た
一
件
で
あ
る
。「
刑
罪
筋
日
記
抜

書
」
盗
賊
の
第
五
十
八
「
所

ニ
て
盗
い
た
し
候
無
宿
之
者
と
も
」
は
、
そ
の
判
決
と
と
も
に
執
行
の
様
子
に
つ
い
て
も
記
す
の
で
、

左
に
全
文
を
引
用
し
よ
う
。

生
国
青
山
下
野
守
様
御
領
分

丹
波
多
喜
郡
栗
柄
村
百
姓

茂
兵
衛
悴

幼
名
六
蔵

文
化
八
辛
巳
年
七
月
三
日

当
時
無
宿政

吉

生
国
信
濃
国
木
曽
路
和
田
駅

友
右
衛
門
悴

当
時
無
宿伝

蔵
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右
之
者
共
、
当
五
月
諸
所
ニ
て
盗
賊
い
た
し
候
ニ
付
、
両
人
共
敲
之
上
御
領
分
追
払
被
仰
付
候
ニ
付
、
今
朝
正
六
時
豊
蔵
罷
越

ス
、
御
目
附
木
寺
勘
右
衞
門
被
罷
出
ル
、
下
役
共
両
人
・
公
事
方
之
者
両
組

五
人
罷
出
候
、
敲
人
は
同
心
両
人
、
左
右

警
）

驚
鞭

片
手
ニ
持
、
尻
タ
フ
ノ
処
を
敲
候
、
罪
人
共
頭
之
方
ニ
同
心
両
人
罷
出
、
数
取
致
候
、
手
足
持

莚
敷
、
着
物
為
脱
、
裸
ニ
致
候

儀
は
、
番
人
共
四
人
申
付
罷
出
候
、
場
所
之
儀
は
宮
津
口
御
番
所
脇
、
北
之
方
浜
寄
之
処
ニ
申
付
、
申
渡
左
之
通
、

生
国
丹
波
当
時
無
宿

入
牢

年
廿
四

政

吉

其
方
儀
、
上
漆
原
村
幸
七
、
大
川
村
政
八
方
ニ
て
致
盗
賊
、
召
捕
及
吟
味
候
処
、
当
五
月
十
四
日
宮
津
辺

御
番
所
え
罷
越
、
上

漆
原
村
幸
七
方
ニ
て
浅
黄
木
綿
壱
丈
八
尺
弐
ツ
・
布
風
呂
敷
壱
ツ
・
財
布
銭
三
拾
文
盗
取
、
夫

大
川
村
え
罷
越
、
政
八
方
え
忍

入
、
木
綿
壱
反
・
銭
三
百
文
盗
取
候
段
及
白
状
、
不
届
ニ
付
、
敲
之
上
御
領
分
追
払
被

仰
付
者
也
、生

国
信
濃

当
時
無
宿

入
牢

年
廿
六

伝

蔵

其
方
儀
、
盗
賊
之
聞
有
之
ニ
付
、
召
捕
及
吟
味
候
処
、
倉
谷
村
天
神
堂
守
留
守
え
忍
入
、
袷
壱
ツ
・
は
つ
ち
壱
ツ
・
袋
壱
ツ
盗

取
、
丹
波
辺
ニ
て
売
払
、
代
銭
遣
捨
候
段
及
白
状
、
不
届
ニ
付
、
敲
之
上
御
領
分
追
払
被

仰
付
者
也
、

右
之
通
下
役
共
申
渡
候
上
、
数
五
十
宛
為
敲
候
上
、
両
人
共
由
良
御
境
へ
為
追
払
候
様
、
番
人
小
屋
頭
又
七
え
下
役
共

為
申
付

候
、

右
の
傍
線
部
に
「
敲
人
は
同
心
両
人
、
左
右

警
）

驚
鞭
片
手
ニ
持
、
尻
タ
フ
ノ
処
を
敲
候
」
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
殴
打
の
方
法
は
、

京
都
町
奉
行
所
の
回
答
の
と
お
り

打
役
二
人
が
尻
の
両
た
ぶ
を
左
右
か
ら
半
数
ず
つ
殴
打
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
数
取
も
二
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人
で
あ
り
、
受
刑
者
の
頭
の
方
に
立
っ
て
か
ぞ
え
た
。
打
役
お
よ
び
数
取
は
同
心
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
身
分
は
士
分
で
あ
る
。
こ
の
点

は
「
公
事
方
御
定
書
」
の
規
定
に
準
拠
し
た
の
で
あ
ろ
う
。「
番
人
共
四
人
」
と
は
、
大
野
辺
の
番
人
小
屋
に
住
む
非
人
と
思
わ
れ
る
。

彼
ら
が
受
刑
者
を
裸
と
し
、
そ
の
両
手
両
足
を
押
え
る
役
を
つ
と
め
た
。
ム
チ
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
も
「
警
鞭
」
と
称
し
て
い
る
。

右
の
記
事
は
ム
チ
に
つ
い
て
語
ら
な
い
が
、
お
そ
ら
く
京
都
町
奉
行
所
の
「
敲
杖
」
に
準
じ
た
規
格
に
て
製
作
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

刑
場
は
「
宮
津
口
御
番
所
脇
、
北
之
方
浜
寄
之
処
」
で
あ
る
。
宮
津
口
番
所
は
宮
津
街
道
の
見
張
番
所
の
こ
と
で
、
そ
の
傍
ら
の
北
側

の
海
辺
寄
り
が
刑
場
と
な
っ
た
。
そ
れ
故
、
今
回
の
執
行
は
公
開
で
な
さ
れ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
刑
場
が
牢
屋
で
な
い
の
は
、
受

刑
者
が
他
国
生
ま
れ
の
無
宿
で
あ
っ
て
、
領
分
外
追
放
を
併
科
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
執
行
後
た
だ
ち
に
田
辺
藩
領
の
西
側
の
境
界
で

あ
る
由
良
境
へ
連
行
し
、
そ
こ
か
ら
追
い
払
っ
た
。
な
お
、
判
決
の
申
渡
は
刑
場
に
お
い
な
さ
れ
、
下
役
二
人
が
読
み
聞
か
せ
て
い

る
。次

に
紹
介
す
る
の
は
、
文
化
十
二
年
五
月
二
十
八
日
、
丸
太
村
の
常
四
郎
が
衣
類
反
物
な
ど
を
盗
ん
だ
罪
に
よ
り
、「
重
キ
敲
キ
」

の
判
決
を
受
け
た
事
例
で
あ
る
。
そ
の
判
決
は
、「
刑
罪
筋
日
記
抜
書
」
盗
賊
の
第
六
十
二
「
致
盗
其
品
売
払

買
取
候
者
と
も
」
に
、

左
の
よ
う
に
見
え
て
い
る
。

文
化
十
二
乙
亥
五
月
廿
八
日

丸
太
村
水
呑

四
郎
左
衞
門
弟

一

二
月
十
六
日
入
牢

常
四
郎

其
方
儀
、
中
山
村
仁
右
衞
門
方
ニ
奉
公
相
勤
候
節
、
土
蔵
え
米
出
シ
ニ
参
り
候
処
、
二
階
有
之
長
持
錠
お
ろ
し
無
之
ニ
付
、
借
銀

返
済
之
手
当
ニ
可
致
と
存
付
、
衣
類
反
物
等
盗
取
候
段
、
不
届
ニ
付
、
重
キ
敲
キ
申
付
ル
、

こ
の
判
決
を
裁
判
役
所
で
申
し
渡
す
と
、
た
だ
ち
に
牢
屋
に
連
れ
戻
し
て
刑
を
執
行
し
た
。
そ
の
こ
と
が
同
判
決
の
末
尾
に
、
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右
申
渡
相
済
候
後
、
牢
屋
え
連
行
、
牢
屋
外
ニ
て
百
敲
之
上
、
村
役
人
え
相
渡
、
但
、
下
役
壱
人
差
遣
ス
、
御
目
附

も
下
横
目

壱
人
被
差
出
候
、

と
記
さ
れ
る
。
刑
場
は
「
牢
屋
外
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
公
開
処
刑
で
あ
る
。
執
行
が
済
む
と
村
役
人
に
身
柄
が
引
き
渡
さ
れ

た
。
判
決
、
執
行
、
釈
放
が
そ
の
日
の
う
ち
に
な
さ
れ
た
訳
で
あ
る
。

四

御
仕
置
仕
形
之
事
」
の
制
定

田
辺
藩
は
文
化
十
三
年
（
一
八
一
六
）
閏
八
月
、「
御
仕
置
仕
形
之
事
」
を
制
定
し
て
刑
罰
の
種
類
と
執
行
法
を
定
め
た
。
こ
の
刑

罰
法
規
集
は
、「
御
仕
置
之
儀
、
江
戸
之
御
定
ニ
准
取
計
」
と
い
う
方
針
に
基
づ
き
、
幕
府
の
「
公
事
方
御
定
書
」
下
巻
の
第
百
三
条

御
仕
置
仕
形
之
事
に
定
め
る
刑
罰
体
系
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
に
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
執
行
法
の
細
部
を
田
辺
藩
に
適
用
で
き
る
よ

う
に
改
正
し
た
に
す
ぎ

14
）

な
い
。「
御
仕
置
仕
形
之
事
」
の
全
体
は
別
途
に
紹
介
し
よ
う
と
思
う
が
、
こ
こ
に
は
「
敲
」
の
規
定
の
み
を

掲
げ
よ
う
。

一
敲

軽
ハ
五
十
敲

重

ハ

百

敲

牢
屋
門
前
ニ
て
科
人
之
肩
背
尻
を
懸
、
背
骨
を
除
、
絶
入
不
仕
様
、
検
使
役
人
遣
し
、
同
心
ニ
為
敲
候
事
、

但
、
町
人
ニ
候
得
は
年
寄
・
組
頭
、
在
方
は
庄
屋
・
年
寄
呼
寄
、
敲
候
を
為
見
候
て
引
渡
遣
、

（
朱
筆
）
「
是
は
右
同
断
、」

こ
の
規
定
と
前
掲
し
た
「
公
事
方
御
定
書
」
の
規
定
と
を
比
較
す
る
と
、
但
書
末
尾
の
「
無
宿
も
の
ハ
、
牢
屋
門
前
に
て
払
遣
」
と

い
う
文
言
が
見
ら
れ
な
い
だ
け
で
、
そ
の
他
は
ほ
ぼ
同
文
で

15
）

あ
る
。
朱
書
の
「
是
は
右
同
断
」
は
、
編
者
の
注
記
で
あ
る
。「
入
墨
」
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の
朱
書
注
記
に
「
是
は
男
女
ニ
よ
ら
す
、
多
分
盗
人
之
御
仕
置
ニ
可
申
付
候
」
と
あ
っ
て
、
こ
れ
に
同
じ
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
田
辺

藩
は
、「
入
墨
」
お
よ
び
「
敲
」
の
両
者
を
、
男
女
の
差
別
無
く
盗
犯
に
適
用
す
る
刑
罰
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

御
仕
置
仕
形
之
事
」
は
、「
公
事
方
御
定
書
」
と
同
様
に
二
重
仕
置
の
規
定
を
設
け
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、「
敲
」
に
併
科
す

る
の
は
、「
追
放
」、「
所
払
」、「
入
墨
」
で

16
）

あ
る
。
二
重
仕
置
の
事
例
を
「
刑
罪
筋
日
記
抜
書
」
に
探
す
と
、「
御
仕
置
仕
形
之
事
」
制

定
の
翌
文
化
十
四
年
三
月
二
十
五
日
の
判
決
に
出
合
う
。
寺
内
町
の
白
杉
屋
喜
兵
衛
悴
、
与
三
之
助
が
盗
み
の
罪
に
よ
り
「
敲
之
上
重

キ
追
放
」
と
な
っ
た
事
例
で

17
）

あ
る
。

五

再
び
京
都
町
奉
行
所
へ
の
照
会

田
辺
藩
は
、
文
政
四
年
（
一
八
二
一
）
十
一
月
、
刑
罰
の
執
行
に
関
し
て
再
び
京
都
町
奉
行
所
に
照
会
し
た
。
照
会
事
項
の
第
一

は
、「
入
墨
之
上
敲
」
と
い
う
刑
罰
に
つ
き
、
こ
れ
を
男
女
の
差
別
無
く
適
用
し
て
よ
い
も
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、

「
敲
」
の
適
用
は
男
女
の
差
別
無
し
と
い
う
考
え
に
疑
問
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
第
二
は
、
老
若
と
く
に
七
十
あ
る
い
は
八
十
以
上

の
高
齢
者
に
対
し
て
は
、
刑
罰
を
軽
減
す
る
こ
と
が
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
述
し
た
照
会
と
同
様
、
こ
の
問
合
せ
と
回
答
も

「
刑
罪
筋
問
合
」
に
記
録
さ
れ
て
い
る
（
一
女
致
盗
候
者
御
仕
置
之
次
第

老
若
ニ
依
て
御
仕
置
差
別
等
問
合
之
事
）。
左
の
通
り
で
あ
る
。

一
文
政
四
辛
巳
年
十
一
月
、
京
都
御
頼
方
同
心
森
孫
六
へ
問
合
、
左
之
通
り

一
盗
賊
い
た
し
候
も
の
、
入
墨
之
上
敲
キ
相
当
之
節
、
男
女
ニ
不
限
可
申
付
儀
ニ
御
座
候
哉
、
或
は
女
盗
い
た
し
、
入
墨
之
上

敲
キ
相
当
ニ
御
座
候
得
と
も
女
之
身
分
ニ
よ
つ
て
男
ト
ハ
御
差
別
御
座
候
て
、
凡
て
敲
キ
ニ
可
成
女
は
過
怠
牢
ニ
て
も
可
被

仰
付
儀
ニ
御
座
候
哉
、
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附
札

御
書
面
女
盗
い
た
し
入
墨
敲
相
当
之
も
の
は
、
入
墨
之
上
過
怠
牢
申
付
候
儀
ニ
御
座
候
、

尤
当
表
ニ
て
は
敲
ト
申
は
五
十
敲
、
重
敲
と
申
は
百
敲
之
儀
ニ
付
、
右
之
振
合
ニ
て
敲
は

五
十
日
、
重
敲
は
百
日
過
怠
牢
申
付
候
之
仕
来
ニ
御
座
候
、

前
記
本
文
ニ
下
札
ニ
シ
テ
左
之
通
申
遣
ス
、

本
文
男
女
無
差
別
、
敲
被
仰
付
候
節
、
敲
方
之
儀
は
女
ニ
て
も
男
同
様
丸
裸
ニ
い
た
し
、

手
足
を
為
持
置
、
何
レ
之
所
を
敲
候
事
哉
、
此
段
も
委
敷
承
知
い
た
し
度
候
、

附
札

御
書
面
女
敲
之
儀
は
、
当
表
ニ
て
無
御
座
、
前
下
ヶ
札
ニ
申
上
候
通
之
儀
ニ
御
座
候
、

一
凡
て
御
仕
置
之
儀
、
老
若
ニ
よ
つ
て
七
十
以
上
或
は
八
十
以
上
之
も
の
は
、
御
仕
置
相
当

一
等
も
軽
ク
被
仰
付
候
儀
ニ
御
座

候
哉
、

御
書
面
十
五
歳
以
下
之
差
別
は
有
之
候
之
処
、
御
本
文
差
別
之
儀
、

附
札

精

相
糺
候
得
と
も
難
相
分
御
座
候
、

京
都
町
奉
行
所
の
森
孫
六
（
東
町
同
心
）
が
回
答
す
る
よ
う
に
、
こ
の
当
時
、
幕
府
は
女
性
に
「
敲
」
の
実
刑
を
科
さ
ず
、
こ
れ
に

換
え
て
過
怠
牢
を
科
し
て
い
た
。
寛
政
元
年
（
一
八
八
九
）、
女
性
に
科
す
べ
き
敲
、
重
敲
、
入
墨
之
上
敲
、
入
墨
之
上
重
敲
を
そ
れ

ぞ
れ
過
怠
牢
五
十
日
、
同
百
日
、
入
墨
之
上
過
怠
牢
五
十
日
、
入
墨
之
上
同
百
日
に
換
え
る
こ
と
に
し
た
か
ら
で

18
）

あ
る
。

第
二
の
回
答
は
、
十
五
歳
以
下
に
つ
い
て
は
差
別
の
あ
る
こ
と
明
言
す
る
が
、
高
齢
者
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

「
公
事
方
御
定
書
」
は
下
巻
第
七
十
九
条
に
「
拾
五
歳
以
下
之
も
の
御
仕
置
之
事
」
と
い
う
条
文
を
立
て
、
十
五
歳
以
下
の
幼
年
者
の

犯
し
た
殺
人
、
放
火
、
盗
み
の
罪
に
つ
い
て
、
そ
の
刑
罰
を
大
人
よ
り
も
軽
く
し
て
い
る
。
幼
年
者
の
犯
罪
に
対
し
て
は
、
こ
の
規
定

を
「
拡
張
し
て
、
一
般
に
刑
罰
を
一
等
軽
減
す
る
の
が
原
則
で
あ
っ
た
」
と

19
）

い
う
。
幕
府
は
、
高
齢
者
に
対
す
る
刑
事
上
の
特
例
を
定
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め
て
い
な
い
。「
敲
」
刑
の
殴
打
は
、「
不
絶
入
」
る
よ
う
に
す
る
の
だ
か
ら
、
高
齢
を
理
由
と
し
て
「
敲
」
を
別
の
刑
に
換
え
る
こ
と

は
な
か

20
）

っ
た
。

田
辺
藩
は
、
幼
年
者
の
扱
い
に
つ
い
て
は
「
公
事
方
御
定
書
」
を
通
じ
て
承
知
し
て
い
た
が
、「
公
事
方
御
定
書
」
に
規
定
の
存
し

な
い
女
性
と
高
齢
者
に
つ
い
て
、
幕
府
が
ど
の
よ
う
に
扱
っ
て
い
る
か
を
確
認
し
た
か
っ
た
の
で

21
）

あ
る
。

六

執
行
方
法
の
変
更

御
仕
置
仕
形
之
事
」
の
制
定
後
、
田
辺
藩
は
「
敲
」
刑
の
執
行
法
を
京
都
方
式
か
ら
江
戸
方
式
へ
と
変
更
し
て
い
る
。
変
更
の
正

確
な
時
期
は
明
瞭
で
な
い
。
だ
が
、
文
政
十
二
年
（
一
八
二
九
）
十
二
月
に
お
け
る
「
敲
」
の
執
行
は
、
江
戸
の
そ
れ
に
同
じ
く
打

役
、
数
取
各
一
人
が
殴
打
を
担
当
し
て
い
る
。「
御
仕
置
仕
形
之
事
」
の
規
定
通
り
、
肩
背
尻
を
交
互
に
打
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ

る
。
こ
の
事
案
は
水
間
村
の
百
姓
和
三
郎
が
盗
み
の
罪
に
よ
り
、「
重
キ
敲
」
に
処
さ
れ
た
一
件
で
あ
る
。「
水
間
村
和
三
郎
盗
賊
一
件

吟
味
」
に
取
調
べ
か
ら
刑
の
執
行
ま
で
の
一
連
の
手
続
が
記
録
さ
れ
て

22
）

い
る
。
こ
の
「
盗
賊
一
件
吟
味
」
に
よ
る
と
、
同
年
十
二
月
二

十
五
日
、
関
係
者
一
同
（
被
害
者
、
村
役
人
を
含
め
て
一
三
人
）
を
白
洲
に
呼
び
出
し
、
掛
り
の
郡
奉
行
寺
田
退
蔵
が
和
三
郎
に
対
し
て

次
の
よ
う
な
判
決
を
申
し
渡
し
た
。
呼
び
出
し
は
朝
の
六
時
で
あ
る
。

申

渡

水
間
村

百
姓
仙
右
衛
門
弟和

三
郎
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其
方
儀
、
山
稼
ニ
罷
越
候
節
、
村
内
的
右
衛
門
樵
置
候
薪
弐
荷
取
帰
り
売
払
、
上
福
井
村
そ
よ
方
ニ
泊
り
罷
在
候
中
、
遣
ひ
候
て

外
ニ
忘
レ
置
候

頭
取
帰
隠
置
、
村
内
佐
十
郎
・
忠
三
郎
は
朋
友
ニ
候
迚
、
留
守
之
間
ニ
部
屋
へ
罷
越
、
手
元
ニ
有
之
銀
札
盗
取
、

又
は
村
内
弥
右
衛
門
居
宅
、
中
山
村
忠
次
郎
部
屋
ニ
て
は
、
建
寄
有
之
戸
を
明
這
入
、
弥
右
衛
門
家
内
は
寝
入
罷
在
、
忠
次
郎
は

不
居
合
ニ
付
、
麦
反
物
小
切
レ
数
々
盗
取
、
右
麦

反
物
弐
反
風
呂
敷
五
ツ
ハ
売
払
、
其
外
之
品
々
隠
置
候
段
、
不
届
ニ
付
、
差空

）

剃
之
上
重
キ
敲
申
付
ル
、

申
渡
が
済
む
と
、
牢
屋
に
戻
っ
て
執
行
を
待
っ
た
。「
盗
賊
一
件
吟
味
」
は
執
行
に
携
わ
る
人
々
の
名
前
と
そ
の
服
装
を
記
し
、
見

取
り
図
に
よ
っ
て
執
行
の
様
子
を
示
す
。
ま
ず
は
見
取
り
図
を
掲
げ
よ

う
。検

使
役
の
小
頭
関
根
守
衛
門
は
羽
織
立
付
姿
、
同
じ
く
公
事
掛
リ
片
山

仙
蔵
は
羽
織
股
引
姿
で
立
ち
会
う
。
下
横
目
は
中
沢
幾
平
で
あ
る
。
受
刑

者
の
三
方
に
同
心
が
配
置
さ
れ
て
い
る
が
、
手
明
き
の
同
心
が
残
ら
ず
股

引
姿
に
て
出
席
し
た
。
絵
図
に
は
打
手
山
口
龍
蔵
、
数
取
塩
野
五
一
と
見

え
て
い
る
の
で
、「
御
仕
置
仕
形
之
事
」
の
規
定
通
り
に
士
分
の
同
心
が

こ
れ
ら
の
役
に
就
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
受
刑
者
の
押
役
は
、
非
人
身

分
の
番
人
が
こ
れ
に
当
た
っ
た
。
絵
図
に
は
見
え
な
い
が
、
牢
医
心
得
の

森
俊
次
が
控
え
て
い
た
。
こ
れ
ら
執
行
に
携
わ
る
一
同
が
揃
っ
た
段
階

で
、
和
三
郎
は
髪
結
の
手
に
よ
っ
て
「
空から
剃
」
す
な
わ
ち
頭
を
丸
坊
主
に

剃
り
上
げ
ら

23
）

れ
る
。
そ
れ
が
済
む
と
「
牢
屋
敷
囲
外
」
に
引
き
出
さ
れ
て
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裸
と
さ
れ
、
い
よ
い
よ
執
行
と
な
る
の
で
あ
る
。「
盗
賊
一
件
吟
味
」
は
最
後
に
、

右
之
通
同
心

番
人
小
屋
頭
又
七
共
罷
出
、
和
三
郎
裸
ニ
い
た
し
、
図
之
通
莚
弐
枚
俯
臥
ニ
い
た
し
、
百
敲
相
済
候
上
牢
屋
敷
内

え
引
入
レ
、
水
間
村
役
人
と
も
へ
引
渡
、
守
衛
門
・
仙
蔵
・
下
横
目
共
引
取
、

と
記
す
。
執
行
が
済
む
と
和
三
郎
の
身
柄
が
水
間
村
役
人
に
引
き
渡
さ
れ
、
こ
れ
を
も
っ
て
こ
の
一
件
が
終
了
で
あ
る
。
判
決
の
申
渡

か
ら
刑
の
執
行
、
釈
放
ま
で
が
そ
の
日
の
う
ち
に
な
さ
れ
て
い
る
。
水
間
村
役
人
は
年
寄
の
太
郎
兵
衛
で
、
こ
の
日
彼
は
白
洲
に
お
け

る
判
決
申
渡
に
も
列
席
し
、
終
始
和
三
郎
と
行
動
を
倶
に
し
て
い
る
。

右
に
見
た
執
行
の
様
子
は
、
江
戸
の
小
伝
馬
町
牢
屋
敷
の
門
前
で
展
開
さ
れ
る
「
敲
」
に
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。
か
つ
て
江
戸
の

「
敲
」
に
つ
い
て
五
つ
の
特
徴
を
指
摘
し

24
）

た
が
、
第
四
の
特
徴
で
あ
る
執
行
の
担
い
手
に
関
し
、
唯
一
の
違
い
が
存
す
る
。
そ
れ
は
押

役
で
あ
る
。
田
辺
藩
は
非
人
身
分
の
番
人
が
担
当
す
る
が
、
江
戸
で
は
牢
屋
召
し
抱
え
の
下
男
が
担
当
し
た
。
江
戸
で
は
執
行
の
担
い

手
と
し
て
非
人
に
何
ら
の
役
割
も
与
え
て
い
な
い
。
こ
れ
は
受
刑
者
の
社
会
復
帰
に
配
慮
し
て
の
措
置
な
の
で
あ
る
。

む

す

び

限
ら
れ
た
事
例
か
ら
で
は
あ
る
が
、
田
辺
藩
の
「
敲
」
に
つ
い
て
幾
つ
か
の
事
柄
が
確
認
で
き
る
。
第
一
は
、「
敲
」
が
盗
犯
（
窃

盗
犯
罪
）
を
処
罰
す
る
刑
罰
と
し
て
採
用
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
御
仕
置
仕
形
之
事
」
は
そ
の
事
を
朱
書
に
よ
っ
て
注
記
し

た
。
盗
犯
の
罪
状
如
何
に
よ
り
敲
、
重
敲
、
敲
之
上
所
払
、
敲
之
上
追
放
お
よ
び
入
墨
之
上
敲
の
段
階
が
あ
っ
た
。

敲
」
を
採
用
す
る
以
前
、
田
辺
藩
は
盗
犯
に
対
し
、
そ
れ
が
強
盗
の
場
合
は
「
死
罪
」、
窃
盗
の
場
合
は
「
か
ら
剃
御
領
分
追
払
」

を
科
し
た
。
両
方
の
判
例
を
一
例
ず
つ
掲
げ
て
お
こ
う
。
天
明
二
年
（
一
七
八
二
）
三
月
の
判
決
は
、
中
山
村
の
吉
郎
兵
衛
の
強
盗
犯
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罪
に
「
死
罪
」
を
申
し
渡
し
た
も
の
で

25
）

あ
る
。

天
明
二
壬
寅
年
三
月
廿
七
日

中
山
村

一

吉
郎
兵
衛

其
方
儀
、
兼

盗
賊
之
企
を
渠
是
え
進
メ
込
、
去

子
年
十
二
月
廿
三
日
夜
、
丸
田
村
嘉
右
衛
門
申
合
、
水
間
村
森
隠
居
家
え
立

入
、
宿
主
を
蒲
団
ニ
巻
置
、
有
合
候
雑
物
盗
取
致
配
分
、
去
丑
十
一
月
十
八
日
夜
、
水
間
村
善
左
衛
門
、
中
山
村
市
右
衛
門
を
相

進
メ
、
下
東
村
宗
七
後
家
方
え
立
入
、
宿
主
足
を
縄
ニ
て
巻
、
下
女
を
押
え
置
、
盗
物
亦
取
出
心
得
之
処
、
後
家
強
勢
ヲ
相
働
候

故
、
早

逃
帰
候
段
及
白
状
候
、
右
之
次
第
重

不
届
之
至
、
依
之
行
死
罪
者
也
、

同
日
、
共
犯
の
丸
田
村
嘉
右
衛
門
、
水
間
村
善
左
衛
門
、
中
山
村
市
右
衛
門
の
三
名
に
対
し
て
は
、
従
犯
と
し
て
「
か
ら
剃
御
領
分

追
払
」
の
刑
を
申
し
渡
し
た
。

つ
づ
い
て
、
窃
盗
犯
罪
に
「
か
ら
剃
御
領
分
追
払
」
を
適
用
し
た
判
決
の
一
例
と
し
て
、
安
永
三
年
（
一
七
七
四
）
五
月
十
八
日
の

判
例
を
紹
介
し

26
）

よ
う
。

安
永
三
甲
午
年
五
月
十
八
日

倉
谷
村

一

長
三
郎

其
方
儀
、
吉
田
藤
九

家
来
利
助
所
持
着
類
盗
取
、
本
町
味
噌
屋
仁
兵
衛
方
え
質
ニ
入
、
銀
札
借
り
候
趣
相
顕
候
ニ
付
、
御
吟
味

被
仰
付
候
処
、
去
月
廿
七
日
、
築
地
御
蔵
米
詰
替
有
之
節
、
出
人
相
勤
、
右
之
帰
懸
、
門
長
屋
え
這
入
盗
取
、
直

質
屋
え
持
参

仕
、
偽
り
申
聞
、
銀
札
借
り
候
儀
相
違
無
之
旨
、
委
細
及
白
状
候
、
第
一
御
上
不
恐
入
次
第
、
重

不
届
至
極
、
依
之
急
度
御
仕

置
可
被

仰
付
者
ニ
候
得
共
、
以
御
憐
愍
、
か
ら
剃
追
払
被

仰
付
者
也
、

こ
の
よ
う
に
窃
盗
犯
罪
に
は
「
か
ら
剃
追
払
」（「
か
ら
剃
御
領
分
追
払
」「
か
ら
剃
御
領
分
追
放
」
と
も
表
記
）
を
適
用
し
た
。
し
か
し
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な
が
ら
悔
悟
の
念
著
し
い
場
合
、
判
決
は
「
先
非
を
悔
、
奉
誤
入
」
あ
る
い
は
「
先
非
を
悔
、
恐
入
奉
誤
」
な
ど
と
表
現
し
、「
か
ら

剃
」
を
免
除
し
て
「
御
領
分
追
払
」
と

27
）

し
た
。
又
、
女
性
の
窃
盗
犯
罪
も
「
か
ら
剃
」
を
科
さ
ず
に
「
御
領
分
追
払
」
と
し
て

28
）

い
る
。

な
お
、
無
宿
の
犯
罪
に
つ
い
て
も
強
盗
は
「
死
罪
」、
窃
盗
は
「
か
ら
剃
御
領
分
追
払
」
を
科

29
）

し
た
。

以
上
に
見
た
よ
う
に
、「
敲
」
採
用
以
前
の
田
辺
藩
は
、
盗
み
の
犯
罪
者
を
不
都
合
な
存
在
と
し
て
死
刑
も
し
く
は
追
放
刑
を
科
す

こ
と
に
よ
り
共
同
体
か
ら
排
除
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
文
化
四
年
の
「
敲
」
刑
の
採
用
は
、

そ
の
適
用
が
窃
盗
犯
罪

に
限
定
さ
れ
は
す
る
が

犯
罪
人
と
い
う
厄
介
な
存
在
を
共
同
体
か
ら
排
除
す
る
と
い
う
政
策
か
ら
、
共
同
体
の
内
部
で
処
遇
す
る

と
い
う
政
策
に
切
り
替
え
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
事
は
、
刑
事
政
策
上
の
大
転
換
と
言
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
田
辺
藩
は
文
化
七
年
（
一
八
一
〇
）
正
月
、「
徒
罪
」
と
い
う
刑
罰
制
度
を
創
設
し
た
。「
徒
罪
」
は
主
と
し
て
博
奕
犯

罪
に
適
用
す
る
刑
罰
で
、
所
定
の
期
間
を
徒
人
小
屋
に
拘
禁
し
て
強
制
労
働
に
従
事
さ
せ
、
そ
の
間
に
収
容
者
の
人
間
性
を
改
善
し
て

社
会
復
帰
さ
せ
る
こ
と
を
目
指
し
て

30
）

い
る
。「
敲
」
の
採
用
か
ら
三
年
後
の
創
設
で
あ
る
。
窃
盗
犯
罪
に
対
し
て
こ
の
「
徒
罪
」
を
適

用
し
た
事
例
が
存
す
る
。
た
と
え
ば
長
左
衞
門
厄
介
の
熊
次
郎
の
場
合
、
文
化
十
一
年
（
一
八
一
四
）
六
月
十
一
日
の
判
決
に
よ
り
、

「
徒
罪
」
の
申
渡
を
受
け
た
。
そ
の
際
判
決
文
は
、「
敲
」
に
あ
ら
ず
し
て
「
徒
罪
」
を
科
す
理
由
を
、「
敲
可
申
付
処
、
手
離
候
て
は

追

悪
事
増
長
可
致
趣
ニ
付
、
徒
罪
」
と
述
べ
て

31
）

い
る
。「
敲
」
は
執
行
が
済
め
ば
即
座
に
釈
放
で
あ
る
。
熊
次
郎
の
場
合
は
、
釈
放

し
て
社
会
に
戻
し
た
な
ら
ば
「
追

悪
事
増
長
」
す
る
の
が
目
に
見
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
「
徒
罪
」
に
処
し
て
人
間
性
を

立
て
直
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
か
ら
、
田
辺
藩
が
「
敲
」
と
い
う
刑
罰
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
か
を
窺
い
知
る
こ
と
が

で
き
る
。
す
な
わ
ち
田
辺
藩
は
、
釈
放
者
が
再
び
罪
を
犯
さ
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
、
あ
る
い
は
そ
の
こ
と
を
期
待
し
て
「
敲
」
刑
を

用
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ム
チ
の
呼
称
を
「
警
鞭
」
と
し
た
の
は
、
そ
の
故
か
も
知
れ
な
い
。

江
戸
の
町
奉
行
所
の
執
行
す
る
「
敲
」
に
つ
い
て
、
冒
頭
に
近
世
刑
罰
史
上
の
意
義
を
四
点
指
摘
し
た
。
田
辺
藩
の
「
敲
」
に
つ
い
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て
も
執
行
方
法
の
変
更
後
は
、
そ
れ
ら
の
意
義
を
お
お
む
ね
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
思
う
。
こ
こ
に
「
お
お
む
ね
」
と
述
べ
た

の
は
、
次
の
理
由
か
ら
で
あ
る
。
第
一
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
非
人
身
分
の
「
番
人
」
を
押
役
と
し
て
執
行
に
関
与
さ
せ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
は
、
身
元
引
受
人
の
役
割
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
。
江
戸
に
お
い
て
は
、
判
決
申
渡
に
身
元
引
受
人
を
白
洲

に
呼
び
出
し
て
、
被
告
人
と
も
ど
も
判
決
を
読
み
聞
か
せ
た
。
そ
の
際
、
身
元
引
受
人
に
は
釈
放
後
の
面
倒
を
見
る
よ
う
に
と
申
し
渡

し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
江
戸
に
お
い
て
は
保
護
観
察
の
役
割
を
身
元
引
受
人
に
担
わ
せ
て
い
る
こ
と
が
明
瞭
に
看
て
取
れ
る
の
で

32
）

あ
る
。
田
辺
藩
に
お
い
て
も
身
元
引
受
人
に
同
様
の
役
割
を
期
待
し
た
と
推
察
さ
れ
る
が
、「
水
間
村
和
三
郎
盗
賊
一
件
吟
味
」
を
見

る
か
ぎ
り
、
判
決
文
の
中
に
は
、
身
元
引
受
人
に
保
護
観
察
を
命
じ
る
文
言
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
も
あ
れ
、
第
七
代
藩
主

牧
野
以
成
の
文
化
年
間
は
、
刑
罰
制
度
の
刷
新
に
意
欲
的
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

１
）

蜂
屋
新
五
郎
「
刑
罪
大
秘
録
」（
内
閣
記
録
局
編
『
法
規
分
類
大
全
』
第
五
十
七
巻
、
治
罪
門
⑵
所
収
四
九
七
頁
、
明
治
二
十
四
年
、
昭
和
五
十
五

年
原
書
房
覆
刊
）。

こ
の
事
案
は
、
博
奕
改
の
山
川
安
左
衞
門
（
忠
義
）
が
扱
っ
た
事
件
で
、
老
中
戸
田
山
城
守
（
忠
真
、
下
野
国
宇
都
宮
藩
主
）
の
差
図
に
よ
っ
て
処
理

さ
れ
た
一
件
で
あ
る
。

な
お
、「
刑
罪
大
秘
録
」
は
、
小
伝
馬
町
牢
屋
敷
に
お
い
て
執
行
さ
れ
る
拷
問
と
刑
罰
の
執
行
手
続
き
に
つ
い
て
、
文
章
と
絵
図
に
て
記
録
し
た
書
で

あ
る
。
著
者
は
、
江
戸
の
北
町
奉
行
所
与
力
の
蜂
屋
新
五
郎
で
あ
る
。
蜂
屋
は
、
親
子
二
代
に
わ
た
っ
て
牢
屋
見
廻
与
力
を
勤
め
た
経
験
か
ら
こ
れ
を
記

し
た
も
の
で
、
文
化
十
二
年
（
一
八
一
五
）
四
月
の
編
集
で
あ
る
。

２
）
『
徳
川
禁
令
考
』
後
集
第
四
、
二
六
六
頁
。『
徳
川
禁
令
考
』
後
集
は
、
創
文
社
版
（
司
法
省
蔵
版
、
法
制
史
学
会
編
、
石
井
良
助
校
訂
、
平
成
二
年

第
五
刷
）
を
用
い
た
。

３
）
『
徳
川
禁
令
考
』
後
集
第
四
、
二
六
七
頁
。

４
）
『
徳
川
禁
令
考
』
後
集
第
四
、
二
六
七
頁
。

５
）

棠
蔭
秘
鑑
」
亨
、『
徳
川
禁
令
考
』
別
巻
所
収
一
三
三
頁
。
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６
）

高
塩
博
「
江
戸
幕
府
法
に
お
け
る
敲
と
入
墨
の
刑
罰
」
小
林
宏
編
『
律
令
論
纂
』
所
収
、
平
成
十
五
年
、
汲
古
書
院
、
同
「「
敲
」
の
刑
罰
に
お
け

る
身
元
引
受
に
つ
い
て
」『
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
紀
要
』
九
八
輯
、
平
成
十
八
年
参
照
。

７
）

左
記
の
拙
文
に
よ
り
、
熊
本
藩
、
会
津
藩
、
奥
殿
藩
佐
久
領
、
岩
村
田
藩
の
笞
打
ち
刑
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
こ
と
が
あ
る
。

・

熊
本
藩
刑
法
の
一
斑－

笞
刑
に
つ
い
て－

」『
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
紀
要
』
七
二
輯
、
平
成
五
年

・

会
津
藩
「
刑
則
」
と
そ
の
刑
罰
」『
江
戸
時
代
の
法
と
そ
の
周
縁－

吉
宗
と
重
賢
と
定
信
と－

』
平
成
十
六
年
、
汲
古
書
院
、
初
発
表
は
平
成
十
二

年
・

奥
殿
藩
佐
久
領
に
お
け
る
「
敲
」
の
刑
罰
」『
國
學
院
法
學
』
四
六
巻
一
号
、
平
成
二
十
年

・

追
放
人
の
幕
府
老
中
宛
の
歎
願－

信
濃
国
岩
村
田
藩
の
「
た
ゝ
き
放
」
を
め
ぐ
っ
て－

」『
國
學
院
法
學
』
四
六
巻
三
号
、
平
成
二
十
年

ま
た
林
紀
昭
氏
は
、
左
記
の
論
考
に
よ
り
宇
和
島
藩
の
「
敲
」
に
つ
い
て
分
析
を
加
え
て
お
ら
れ
る
。

・

宇
和
島
藩
「
刑
罰
掟
」
を
廻
る
諸
問
題
」
藩
法
研
究
会
編
『
大
名
権
力
の
法
と
裁
判
』
所
収
、
平
成
十
九
年
、
創
文
社

８
）

刑
罪
筋
日
記
抜
書
」
は
、
罪
種
ご
と
に
類
集
し
た
刑
事
判
例
集
で
あ
り
、
享
保
十
年
（
一
七
二
五
）
か
ら
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
ま
で
を
収
録

す
る
。
田
辺
藩
の
郡
奉
行
役
所
に
備
え
付
け
ら
れ
て
い
た
も
の
で
、「
盗
賊
」
一
冊
、「
博
奕
」
一
冊
、「
掟
背
」
四
冊
、「
偽
カ
タ
リ
」
一
冊
、「
雑
記
」

四
冊
な
ど
十
種
十
七
冊
と
「
総
目
録
」
一
冊
と
が
伝
え
ら
れ
る
（
京
都
府
立
総
合
資
料
館
寄
託
谷
口
家
資
料
）。

な
お
、
田
辺
藩
の
裁
判
資
料
に
つ
い
て
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
研
究
成
果
報
告
書
『
丹
後
田
辺
藩
裁
判
資
料
の
研
究－

英
・
独
の
裁
判
制
度
と
の
比

較
を
通
じ
て－

』（
研
究
代
表
者
井
ヶ
田
良
治
、
平
成
五
年
）、
井
ヶ
田
良
治
「
丹
後
田
辺
藩
郡
奉
行
代
官
の
地
域
支
配－

天
保
改
革
期
に
お
け
る
代
官
吟

味
記
録－

」（
同
志
社
大
学
人
文
科
学
研
究
所
『
社
会
科
学
』
七
二
号
、
平
成
十
六
年
）
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

９
）

同
心
櫛
橋
平
蔵
が
京
都
東
町
奉
行
所
に
所
属
す
る
こ
と
は
、『
京
都
武
鑑
』
上
下
（
平
成
十
五
・
十
六
年
、
京
都
市
歴
史
資
料
館
編
刊
）
に
依
る
。

10
）

刑
罪
筋
問
合
」（
京
都
府
立
総
合
資
料
館
寄
託
谷
口
家
資
料
）
も
ま
た
田
辺
藩
の
郡
奉
行
役
所
に
備
え
付
け
の
簿
冊
で
、「
刑
罪
筋
日
記
抜
書
」
と

同
じ
藍
色
の
表
紙
を
も
つ
。「
一
御
仕
置
筋
品

問
合
」
の
冒
頭
に
は
、「
文
化
四
丁
卯

年
三
月
、
京
都
町
同
心
櫛
橋
平
蔵
方
え
為
問
合
、
同
心
一
人
差
遣
」

と
記
さ
れ
る
。

11
）

高
塩
博
「「
敲
」
の
刑
具
に
つ
い
て－

敲
箒
」
と
「
箒
尻
」－

」
青
木
美
智
男
・
森
謙
二
編
『
三
く
だ
り
半
の
世
界
と
そ
の
周
縁
』
所
収
、
平
成
二

十
四
年
、
日
本
経
済
評
論
社
。

12
）

京
都
町
奉
行
所
で
は
、
こ
の
刑
罰
を
採
用
し
た
享
保
年
間
以
来
、
櫛
橋
平
蔵
の
回
答
す
る
殴
打
法
と
刑
具
を
用
い
て
執
行
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
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そ
れ
は
、「
軽
重
御
仕
置
手
続
書
」
の
享
保
二
十
年
京
都
牢
屋
敷
御
仕
置
之
件
等
に
、
左
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
辻
敬
助
『
日
本
近
世
行
刑

史
稿
』
上
、
五
九
三
頁
、
昭
和
十
八
年
、
刑
務
協
会
編
刊
、
読
点
は
引
用
者
）。

敲

一
御
役
所
ニ
て
被
仰
渡
相
済
候
後
、
牢
屋
敷
え
連
帰
、
門
前
え
莚
壹
枚
し
き
、
御
役
人
方
御
出
、
下
雑
色
立
合
、
囚
人
名
前
等
も
御
糺
之
上
、
囚
人

い
た
し
居
候
細
帯
を
解
、
着
衣
為
脱
、
莚
之
上
え
敷
き
、
東
向
キ
ニ
て
俯
ニ
為
寝
候
上
、
敷
き
有
之
着
衣
ニ
て
両
手
足
を
纏
ひ
、
悲
田
院
手
下
四

人
ニ
て
為
押
ヱ
置
、
下
雑
色
よ
り
御
役
人
方
え
敲
之
数
承
、
悲
田
院

年
）寄
え
相
達
候
得
ハ
、
割
竹
を
苧
縄
ニ
て
巻
詰
メ
候
具
を
敲
杖
と
唱
、
小

屋
頭
両
人
向
イ
合
ニ
て
尻
を
替
々
た
ゝ
き
申
候
、
右
相
済
、
小
屋
頭
壹
人
付
添
、
洛
中
境
迄
送
リ
申
候
、
右
取
扱
悲
田
院
年
寄
手
下
召
連
申
候
、

こ
の
記
事
に
は
「
割
竹
を
苧
縄
ニ
て
巻
詰
メ
候
具
を
敲
杖
と
唱
、
小
屋
頭
両
人
向
イ
合
ニ
て
尻
を
替
々
た
ゝ
き
申
候
」
と
見
え
、
殴
打
方
法
お
よ
び
ム

チ
の
呼
称
と
材
質
と
が
、
櫛
橋
平
蔵
の
回
答
に
同
じ
で
あ
る
。
判
決
は
町
奉
行
所
で
申
し
渡
さ
れ
、
牢
屋
敷
に
戻
っ
て
そ
の
門
前
で
執
行
さ
れ
る
。
打
役

は
非
人
身
分
の
小
屋
頭
が
担
っ
て
い
る
。
右
が
信
を
お
け
る
記
事
で
あ
る
な
ら
ば
、
京
都
に
お
け
る
「
敲
」
は
、
す
で
に
享
保
二
十
年
（
一
七
三
五
）
に

は
始
ま
っ
て
お
り
、
殴
打
の
仕
方
、
打
役
、
ム
チ
に
つ
い
て
江
戸
と
相
違
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
執
行
法
を
少
な
く
と
も
文
化
三
年
（
一

八
〇
六
）
に
至
る
ま
で
は
実
施
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
公
事
方
御
定
書
」
の
制
定
は
寛
保
二
年
（
一
七
四
二
）
で
あ
る
。
京
都
町
奉
行
所
は

「
公
事
方
御
定
書
」
の
規
定
に
頓
着
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
後
半
世
紀
以
上
の
長
期
に
わ
た
っ
て
従
来
か
ら
の
執
行
法
を
継
続
し
て
い
た
訳
で
あ
る
。

13
）

田
辺
藩
は
こ
の
時
、「
公
事
方
御
定
書
」
上
下
巻
を
所
持
し
て
い
た
。「
厳
秘
録
」
乾
坤
と
題
す
る
二
冊
本
が
そ
れ
で
、
裁
判
を
担
当
す
る
郡
奉
行
役

所
が
文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）
に
書
写
し
て
役
所
に
備
え
た
も
の
で
あ
る
。「
厳
秘
録
」
は
現
に
、
京
都
府
立
総
合
資
料
館
寄
託
谷
口
家
資
料
中
に
存
す

る
。

14
）

御
仕
置
仕
形
之
儀
ニ
付
奉
伺
候
書
付

申

上

候

書

付

」（
香
川
大
学
附
属
図
書
館
神
原
文
庫
蔵
）。

15
）

御
仕
置
仕
形
之
事
」
が
「
敲
」
の
規
定
に
「
公
事
方
御
定
書
」
の
「
無
宿
も
の
ハ
、
牢
屋
門
前
に
て
払
遣
」
と
い
う
法
文
を
継
承
し
な
か
っ
た
理

由
は
、
無
宿
に
対
し
て
は
「
敲
」
刑
を
執
行
し
た
後
、
領
分
外
に
追
い
払
う
措
置
を
執
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

16
）

御
仕
置
仕
形
之
事
」
は
、
追
放
刑
と
し
て
重
追
放
、
中
追
放
、
軽
追
放
、
御
領
分
追
放
、
田
辺
払
の
五
段
階
を
設
け
た
か
ら
、「
敲
」
に
併
科
す
る

追
放
刑
は
五
種
類
が
存
し
た
と
思
わ
れ
る
。

17
）

刑
罪
筋
日
記
抜
書
」
盗
賊
の
第
六
十
三
「
御
船
小
屋
ニ
て
大
工
道
具
盗
取
、
其
外
ニ
て
も
米
盗
取
候
者

引
合
之
者
と
も
」（
京
都
府
立
総
合
資
料

館
寄
託
谷
口
家
資
料
）。
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18
）

寛
政
元
酉
年
九
月

入
墨
重
敲
又
ハ
敲
ニ
相
当
之
女
御
仕
置
段
取
之
事
」『
徳
川
禁
令
考
』
後
集
第
四
、
二
八
九
頁
（
平
松
義
郎
『
近
世
刑
事
訴
訟

法
の
研
究
』
九
七
三
頁
、
昭
和
三
十
五
年
、
創
文
社
）。

19
）

平
松
義
郎
『
近
世
刑
事
訴
訟
法
の
研
究
』
九
七
六
頁
。
な
お
、
幼
年
者
の
刑
事
責
任
に
つ
い
て
は
、
中
田
薫
「
徳
川
刑
法
論
評
」（『
法
制
史
論
集
』

第
三
巻
上
、
昭
和
十
八
年
、
岩
波
書
店
、
初
発
表
は
大
正
五
年
）
以
来
、
高
柳
真
三
「
江
戸
時
代
の
幼
年
者
の
刑
事
責
任
」『
江
戸
時
代
の
罪
と
刑
罰
抄

説
』
昭
和
六
十
三
年
、
有
斐
閣
、
初
発
表
は
昭
和
十
六
年
）、
石
井
良
助
「
わ
が
古
法
に
お
け
る
少
年
保
護
」『
日
本
刑
事
法
史
』
法
制
史
論
集
第
十
巻
、

昭
和
六
十
一
年
、
創
文
社
、
初
発
表
は
昭
和
十
九
年
）
な
ど
が
考
察
し
て
い
る
。

20
）

平
松
義
郎
『
近
世
刑
事
訴
訟
法
の
研
究
』
九
七
七
〜
九
七
八
頁
。

21
）

刑
罪
筋
書
抜
」（
香
川
大
学
附
属
図
書
館
神
原
文
庫
蔵
）
に
「
婦
人
仕
置
伺
之
事
」
と
い
う
項
目
が
存
し
、
こ
こ
に
は
仙
石
美
濃
守
（
正
美
、
但
馬

国
出
石
藩
主
）
か
ら
江
戸
の
町
奉
行
永
田
備
後
守
（
正
道
、
北
町
奉
行
）
の
用
人
関
丈
之
進
へ
の
照
会
事
項
七
箇
条
が
列
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
日
付
は

文
化
十
三
年
（
一
八
一
六
）
正
月
五
日
で
あ
る
。
そ
の
第
七
ヶ
条
目
に
、「
婦
人
た
ゝ
き
ニ
当
候
科
、
た
と
へ
ハ
五
十
敲
と
申
所
ハ
百
日
牢
舎
被

仰
付

候
事
之
由
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
京
都
町
奉
行
所
に
照
会
す
る
以
前
、
田
辺
藩
は
不
正
確
な
が
ら
、「
敲
」
の
適
用
が
男
女
で
差
異
の
存
す
る
こ
と
に
気

づ
い
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
。

22
）

水
間
村
和
三
郎
盗
賊
一
件
吟
味
」
は
、
綾
部
市
資
料
館
（
京
都
府
）
が
所
蔵
す
る
田
辺
藩
裁
判
資
料
群
の
な
か
の
訴
状
及
判
決
書
簿
冊
二
〇
五
冊

の
う
ち
の
一
冊
で
あ
る
。
井
ヶ
田
良
治
氏
を
代
表
と
す
る
裁
判
史
研
究
会
が
、
こ
の
う
ち
の
一
七
件
を
翻
刻
し
て
お
ら
れ
、「
水
間
村
和
三
郎
盗
賊
一
件

吟
味
」
の
翻
刻
は
山
田
勉
氏
が
担
当
し
て
お
ら
れ
る
（
裁
判
史
研
究
会
「
丹
後
田
辺
藩
裁
判
資
料
」
二
）、『
同
志
社
法
学
』
三
八
巻
一
号
一
一
九
〜
一
四

一
頁
、
昭
和
六
十
一
年
）。

23
）

空から
剃
」
が
坊
主
頭
で
あ
る
こ
と
は
、
高
塩
博
「
丹
後
国
田
辺
藩
の
「
徒
罪
」
に
つ
い
て
」（『
近
世
刑
罰
制
度
論
考－

社
会
復
帰
を
め
ざ
す
自
由

刑－

』
六
九
頁
、
平
成
二
十
五
年
、
成
文
堂
）
参
照
。

24
）

高
塩
博
「
江
戸
幕
府
法
に
お
け
る
敲
と
入
墨
の
刑
罰
」
小
林
宏
編
『
律
令
論
纂
』
所
収
一
四
〇
〜
一
四
二
頁
。

25
）

刑
罪
筋
日
記
抜
書
」
盗
賊
の
第
三
十
三
「
盗
賊
之
企
渠
是
へ
進
候
者

加
り
候
者
と
も
」。

刑
罪
筋
日
記
抜
書
」
盗
賊
の
冊
中
、
強
盗
犯
罪
を
「
死
罪
」
に
処
し
た
判
決
は
こ
の
他
に
左
の
二
件
が
存
す
る
。

・
明
和
八
年
（
一
七
七
一
）
十
二
月
十
八
日
判
決
の
、
無
宿
、
元
西
町
の
者
甚
太
郎
が
所
々
に
盗
賊
に
這
入
っ
た
一
件
（
第
二
十
八
「
欠
落
後
罷
帰
、

所

ニ
て
致
盗
候
者
」）
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・
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
三
月
二
十
九
日
判
決
の
、
無
宿
の
進
次
郎
が
立
帰
り
の
上
、
盗
賊
を
働
い
た
一
件
（
第
三
十
九
「
致
盗
賊
追
放
後
御
構
之

地
へ
立
入
、
所

ニ
て
致
盗
候
者
」）

26
）

刑
罪
筋
日
記
抜
書
」
盗
賊
の
第
二
十
九
「
御
中
間
相
勤
罷
在
、
御
家
中
門
長
屋
へ
忍
入
、
衣
類
盗
取
候
者
」。

刑
罪
筋
日
記
抜
書
」
盗
賊
の
冊
中
、
窃
盗
犯
罪
に
対
し
て
「
か
ら
剃
追
払
」「
か
ら
剃
御
領
分
追
払
」
を
科
し
た
判
決
は
、
そ
の
他
に
左
の
五
件
が
存

す
る
。

・
明
和
二
年
（
一
七
六
五
）
九
月
十
三
日
判
決
（
第
二
十
六
「
御
茶
道
坊
主
相
勤
罷
在
、
御
召
物
盗
取
候
者
」

・
安
永
五
年
（
一
八
七
六
）
正
月
二
十
三
日
判
決
（
第
三
十
「
御
家
中
屋
鋪
内
へ
忍
入
、
木
綿

股
細
盗
取
候
者
」

・
天
明
二
年
（
一
七
八
二
）
六
月
二
十
二
日
判
決
（
第
三
十
四
「
若
州
領

御
当
地
ニ
て
致
小
盗
候
者
」）

・
天
明
三
年
（
一
七
八
三
）
十
一
月
二
十
七
日
判
決
（
第
三
十
五
「
町
方
船
大
工
小
屋
へ
這
入
致
盗
候
者
」）

・
寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）
九
月
二
十
一
日
判
決
（
第
四
十
一
「
御
鷹
之
餌
指
相
勤
罷
在
、
在
方
ニ
て
致
盗
候
者
」）

27
）

先
非
を
悔
い
た
た
め
に
「
か
ら
剃
」
を
免
除
し
た
事
例
と
し
て
、「
刑
罪
筋
日
記
抜
書
」
盗
賊
の
第
五
十
四
「
土
蔵
え
忍
入
衣
類
品

盗
取
候
者
」

と
い
う
判
例
を
紹
介
し
よ
う
。

文
化
二
乙
丑
年
九
月
廿
八
日

丹
波
町

一

入
牢

伊
助

其
方
儀
、
閏
八
月
十
二
日
、
居
町
糀
屋
三
郎
右
衛
門
方
え
忍
入
、
土
蔵
ニ
有
之
品
盗
取
候
旨
相
聞
、
御
吟
味
被

仰
付
候
処
、
困
窮
ニ
差
詰
り
与

風
悪
心
出
、
宵
之
内
忍
入
、
衣
類
三
拾
餘
品
盗
出
候
旨
及
白
状
候
、
尤
其
品
は
売
払
或
は
隠
置
候
得
共
、
能

相
考
候
得
は
恐
鋪
存
、
盗
取
候

内
、
少

は
返
置
候
旨
雖
申
之
、
盗
賊
ニ
紛
無
之
、
不
届
至
極
ニ
付
、
急
度
可
被
仰
付
者
ニ
候
得
共
、
悔
先
非
御
憐
愍
奉
願
候
ニ
付
、
一
等
御
宥

免
を
以
、
御
領
分
追
払
被
仰
付
者
也
、

28
）

窃
盗
犯
の
女
性
に
「
御
領
分
追
払
」
を
科
し
た
事
例
と
し
て
、「
刑
罪
筋
日
記
抜
書
」
盗
賊
の
第
二
十
五
「
御
家
中
奉
公
致
シ
罷
在
、
致
盗
候
女
」

と
い
う
判
例
を
紹
介
し
よ
う
。

明
和
元
甲
申
年
十
二
月
十
六
日

大
内
町

一

入
牢

い
さ

其
方
儀
、
去
月
六
日
夜
、
主
人
之
衣
服
花
の
ほ
う
し
を
盗
取
候
次
第
、
御
吟
味
之
処
、
相
違
無
之
及
白
状
候
、
殊
ニ
盗
賊
這
入
候
之
由
偽
を
申
、
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主
人
を
驚
か
し
、
兼
て
色

之
工
ミ
事
を
仕
置
候
事
、
重

不
届
至
極
ニ
候
、
依
之
重
御
仕
置
可
被
仰
付
候
得
共
、
一
等
御
慈
悲
之
御
宥
免
を

以
、
御
領
分
追
払
被
仰
付
者
也
、

29
）

た
と
え
ば
、「
刑
罪
筋
日
記
抜
書
」
盗
賊
の
第
十
六
「
在
方
氏
神
社
へ
忍
入
候
盗
賊
無
宿
之
者
」
と
い
う
左
の
判
例
は
、
無
宿
の
窃
盗
犯
罪
に
「
か

ら
剃
追
払
」
を
適
用
し
た
事
例
で
あ
る
。

宝
暦
九
己
卯
年
十
一
月
十
二
日

盗
賊
無
宿

一

半
六

其
方
儀
、
御
領
分
え
立
入
、
北
有
路
村
氏
神
社
え
這
入
盗
賊
い
た
し
候
条
、
不
届
至
極
ニ
候
、
然
共
、
村
方
之
者
召
捕
、
尤
盗
取
候
品

取
戻
、

尚
又
遂
吟
味
候
処
、
右
之
外
於
御
当
地
盗
賊
之
仕
業
も
無
之
ニ
付
、
か
ら
剃
追
払
申
付
候
、
重
て
御
領
分
え
於
立
入
は
急
度
死
罪
可
申
付
者
也
、

但
、
悲
田
院
甚
蔵
、
手
下
之
者
三
人
召
連
罷
出
、
手
下
之
内
ニ
て
か
ら
剃
致
候
事
、

ま
た
、
同
書
第
五
十
一
「
在
町
ニ
て
衣
類
盗
取
候
無
宿
之
者
」
と
い
う
判
例
は
、
強
盗
犯
罪
に
よ
り
「
死
罪
」
を
適
用
す
べ
き
と
こ
ろ
、「
悔
先
非
、

恐
入
奉
誤
」
と
い
う
理
由
に
よ
り
、
死
刑
を
減
軽
し
て
「
か
ら
そ
り
御
領
分
追
払
」
に
処
し
た
事
例
で
あ
る
。

享
和
三
癸
亥
年
十
一
月
晦
日

無
宿

一

入
牢

徳
三
郎

其
方
儀
、
当
月
二
日
夜
、
寺
内
町
泉
屋
喜
左
衞
門
宅
え
立
入
、
及
盗
賊
、
衣
類
品

盗
取
、
翌
三
日
夜
、
福
来
村
理
左
衞
門
宅
え
も
同
様
立
入
候

処
、
被
捕
、
番
人
え
相
渡
、
遂
吟
味
候
上
奉
行
所
へ
引
出
、
尚
又
遂
糺
明
候
処
、
右
弐
ヶ
所
え
盗
賊
ニ
立
入
、
喜
左
衞
門
方
ニ
て
品

盗
取
候
段

及
白
状
、
飢
寒
之
不
堪
苦
難
、
不
図
悪
業
仕
候
段
雖
申
之
、
盗
賊
之
次
第
紛
無
之
、
不
届
之
至
、
依
之
急
度
御
仕
置
可
被
仰
付
候
得
共
、
悔
先

非
、
恐
入
奉
誤
、
何
分
御
憐
愍
奉
願
候
ニ
付
、
格
別
之
御
慈
悲
を
以
、
被
助
一
命
、
か
ら
そ
り
御
領
分
追
払
被

仰
付
者
也
、

但
、
片
眉
片
鬢
か
ら
そ
り
、
京
橋
先
え
小
頭
壱
人
為
見
届
差
遣
ス
、
徳
三
郎
壱
銭
も
無
之
及
渇
命
可
申
ニ
付
、
欠
所
銀
之
内

銭
百
文
、
送

り
之
者

心
付
ニ
て
御
堺
ニ
て
為
取
候
、

30
）

高
塩
博
「
丹
後
国
田
辺
藩
の
「
徒
罪
」
に
つ
い
て
」『
近
世
刑
罰
制
度
論
考－

社
会
復
帰
を
め
ざ
す
刑
罰
制
度－

』
平
成
二
十
五
年
、
成
文
堂
。

31
）

同
右
、
八
〇
頁
。

32
）

高
塩
博
「「
敲
」
の
刑
罰
に
お
け
る
身
元
引
受
に
つ
い
て
」『
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
紀
要
』
九
八
輯
、
平
成
十
八
年
。
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